
 

告示第１６号 

  令和２年３月１３日 

桂川町要綱第５号 

 

 

桂川町創業資金融資利子補給金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、創業に要する経費として必要な資金の融資を受け、町内で事業を行う者に対し、

予算の範囲内で、当該融資に係る利子の支払に要する経費の一部において補助金の交付を行い、町に

おける新たな創業及び雇用の創出を図り、創業時の負担の軽減と経営の安定化を図ることを目的とす

る。 

（桂川町補助金等交付規則との関係） 

第２条 利子補給金の交付については、桂川町補助金等の交付に関する規則（昭和 63年桂川町規則第 2

号）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（交付対象融資） 

第３条 利子補給金の交付の対象となる融資（以下「交付対象融資」という。）は、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

(１)福岡県中小企業振興資金融資制度要綱（平成３１年４月１日施行）第６条第３号に規定する新規 

創業資金 

(２)株式会社日本政策金融公庫が実施する創業支援に係る融資 

（補助対象者） 

第４条 利子補給金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、町内において創業を行

う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１)町内に事業所を有し、又は有することが確実であると認められる者 

(２)納付期限の到来した町税を完納している者 

(３)桂川町創業支援等事業計画に記載されている創業支援を受け、当該創業支援を受けたことを証す 

る書類を受領している者 

(４)事業を開始する前に交付対象融資を受ける者又は事業を開始した日から１年以内に交付対象融資 

を受ける者 

(５)桂川町暴力団排除条例（平成 22年桂川町条例第 7号）第 2条第 1項第 1号及び第 2号に規定する 

暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者。ただし、暴力団員であった者で暴力団員で 

なくなった日から５年を経過した者については、この限りでない 

（交付の制限） 

第５条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金を交付しな

い。 

(１)この要綱に基づく利子補給金の交付を過去に受けた者（ただし、継続して申請する者は除く） 

(２)前号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めた者 

（利子補給対象期間） 

第６条 利子補給対象期間は、交付対象融資に係る約定利子を支払った最初の日の属する月から起算し

て 36箇月以内とする。 

（利子補給金額） 

第７条 利子補給金の交付の対象となる利子は、利子補給対象期間に補助対象者が現に支払った利子

（延滞利子を除く。）の合計額の２分の１以内とし、算出した額に 100 円未満の端数があるときは、



 

その端数を切り捨てた額を予算の範囲内で交付する。ただし、交付額は当該年度、1 事業者 1 回につ

き上限 50,000円とする。 

（利子補給金の交付申請） 

第８条 利子補給金の交付を受けようとする補助対象者は、創業資金融資の約定利子を支払った最初の

日の属する月から起算して 14箇月後までに、以降は 26箇月後、38箇月後までに次に掲げる書類を町

長に提出しなければならない。ただし、２回目以降の申請で前回の申請から変更がない場合は、第４

号以降に規定する書類を省略することができる。 

(１)桂川町創業資金融資利子補給金交付申請書（様式第１号） 

(２)個人情報の取扱いに関する同意書兼宣誓書（別紙１） 

(３)利子を支払ったことを証する書類の写し 

(４)個人事業の開廃業等届出書又は法人の登記事項証明書の写し 

(５)当該融資の償還表の写し 

(６)金融機関に提出した事業計画書等の写し 

(７)第４条第３号に掲げる要件を満たしていることを証する書類 

(８)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類 

（利子補給金の交付決定及び通知） 

第９条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定したとき、又は

交付しないことを決定したときは、桂川町創業資金融資利子補給金交付・不交付決定通知書（様式第

２号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第 10 条 補助対象者は、利子補給対象期間中に、次の各号のいずれかに該当するときは、桂川町創業

資金融資利子補給金申請内容変更届出書（様式第３号）により町長に届け出なければならない。 

（１）住所又は氏名（法人にあっては、所在地、名称又は代表者名）の変更があったとき。 

（２）創業融資の融資条件に変更があったとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。 

（利子補給金の請求） 

第 11 条 前条による利子補給金交付決定通知を受けた者は、速やかに桂川町創業資金融資利子補給金

交付請求書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

（利子補給金の交付） 

第 12 条 町長は、前条による利子補給金交付請求書に基づき、支払請求を受けたときは、速やかに利

子補給金を交付するものとする。 

（利子補給金の交付決定の取消し等） 

第 13 条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取

り消すことができる。この場合において、既に交付した利子補給金があるときは、その全部又は一部

に相当する額を期限を定めて返還させることができる。 

(１)詐欺その他不正の行為により利子補給金の交付の決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたと 

き。 

(２)この要綱に反したとき。 

(３)前各号に掲げるもののほか、町長が認めたとき。 

（補則） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 


